
島原市報道資料  

 

                               令和２年２月２５日 

 

報道関係者 各位 

 

 

 

長崎県まちづくり景観資産への登録決定について 

 

 標記の件について、下記の物件が、２月２０日(木)に開催された第２７回長崎県美しい

景観形成審議会において、長崎県まちづくり景観資産への登録が決定されましたので、お

知らせします。 

 

 

 

記 

       登録される建造物 

         ○山
やま

﨑
さき

本店
ほんてん

酒造場
しゅぞうじょう

倉庫
そ う こ

(小松屋
こ ま つ や

本家
ほ ん け

住宅
じゅうたく

)(主屋
しゅおく

・便所
べんじょ

) 

    ※ 概要は別紙のとおり 

 

備考 

・登録の効力が生ずる告示の時期は未定ですが、登録されると、本市の長

崎県まちづくり景観資産（建造物等）は３４件となります。  

       ・参考に、長崎県報道機関発表資料を添付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：島原市教育委員会社会教育課 歴史・文化班 

担当 林田 

電話：0957-68-5473 

E-mail：shakyo@city.shimabara.lg.jp 

有明海にひらく湧水あふれる 火山と歴史の田園都市 島原 
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（別紙２） 

 

 

１ 長崎県屋外広告物条例第３条第12号の規定により指定した区間及び区域を変更する。 

【変更（追加）】 

種 別 道路番号又は名称 変更前の区間 変更後の区間 指定する区域 

一般県道 諫早外環状線 栗面インターチェンジ

（諌早市栗面町）から小

船越インターチェンジ

（諫早市小船越町）まで

の区間 

栗面インターチェン

ジ（諌早市栗面町）か

ら諫早インターチェ

ンジ（諫早市貝津町）

までの区間 

道路の中心線か

ら両側 500ｍ以

内の地域で、こ

れから展望でき

る区域 

市街的区間を除く。 市街的区間を除く。 

 

２ 指定の理由 

（１）県道 諫早外環状線 

本路線は、地域高規格道路島原道路の一部として整備されている自動車専用道路で、島原

半島地域と県央地域の交流を促進し地域活性化を目指すことと、環状道路として

諫早市中心部の渋滞を緩和することを目的に整備されている。 

本路線のうち、小船越インターチェンジから栗面インターチェンジまでの区間（2.9km）

は、すでに屋外広告物の禁止地域に指定しているが、令和2年3月22日に、小船越インターチ

ェンジから諫早インターチェンジまでの区間（延長L=1.4km）が追加供用されることに伴い

沿線の景観保持と自動車の高速走行の安全確保のため、当該区間を屋外広告物の禁止地域と

して追加指定するものである。 
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（別紙３） 

 

 

１ 長崎県屋外広告物条例第３条第12号の規定により指定した区間及び区域を変更する。 

【図面の変更】 

種 別 道路番号又は名称 変更前の区間 変更後の区間 指定する区域 

五島市道 福江縦貫線 別紙図面５に表示する 

区間 

別紙図面５に表示す

る区間 

別紙図面５に表

示する区間 

 

２ 変更の理由 

（１）五島市道 福江縦貫線 

五島市道 福江縦貫線沿線の景観保持と自動車走行の安全確保のため図面５に示す区間を 

禁止地域として指定しているが、福江港整備に伴い区間に変更が生じているため、指定した 

区間及び区域の変更を行うものである。 

  



 

  
位置図 

別紙図面５ 

福
江
縦
貫
線 



（別紙４） 

 

まちづくり景観資産の登録内容の変更について 

 

 

景観資産 変更内容 

 

１．名  称：旧松本薬局 

  種  類：建造物等 

登録番号：景資第2-34号 

登 録 日：平成16年12月21日 

  所 在 地：壱岐市勝本町勝本浦158 

所 有 者：小田晴子 

 

 

「所有者」 

  変 更 前：大塚 光代 

↓ 

 変 更 後：小田 晴子 

変更理由：所有者死亡による所有者の変更 

 

 

２．名  称：波佐見町講堂 

  種  類：建造物等 

登録番号：景資第2-144号 

登 録 日：平成24年8月3日 

  所 在 地：波佐見町井石郷2196番地2 

所 有 者：波佐見町 

 

 

「名称」 

変 更 前：旧波佐見町立中央小学校 

講堂兼公会堂 

↓ 

変 更 後：波佐見町講堂 

変更理由：平成31年3月町議会において、

「波佐見町講堂の設置及び管理に関する

条例」が可決され、その中で正式に施設の

名称を定めたため。 

 

 

  



（別紙５） 

 

まちづくり景観資産の登録について【建造物等 ４件】 

 

 

 

 

  

種類 番号 名称 所在地 所有者 

建
造
物
等 

１ 旧千綿村農協米倉庫
きゅうちわたむらのうきょうこめそうこ

 東彼杵町 
一般社団法人 

東彼杵ひとこともの公社 

２ 弓張岳展望台
ゆみはりだけてんぼうだい

 佐世保市 佐世保市 

３ アルバカーキ橋
ばし

 佐世保市 佐世保市 

４ 

山﨑本店酒造場倉庫
やまさきほんてんしゅぞうじょうそうこ

 

（小松屋本家住宅） 

（主屋・便所） 

島原市 
合資会社 

山﨑本店酒造場 



＜東彼杵町＞ 

１．旧千綿村農協米倉庫 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・申 請 者：一般社団法人 東彼杵ひとこともの公社 代表理事 森 一峻 

・所 在 地：東彼杵町瀬戸郷1303番地1 

・申請対象：木造平屋建て漆喰土蔵造り  

・概  要：米倉庫として昭和 28 年に建築され、倉庫として活用されてきた。平成 27 年に

町内の若者有志により、カフェや雑貨店等を備える地域交流と情報発信拠点施設

として再生が図られた。 

 

＜佐世保市＞ 

２．弓張岳展望台 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・申 請 者：佐世保市長 朝長 則男 

・所 在 地：佐世保市小野町1370-5 

・申請対象：コンクリートHPシェル構造 

・概  要：昭和 40 年に西海国立公園指定 10 周年の記念として弓張岳の山頂付近に整備さ

れた。代々木屋内競技場等の構造設計を担当していた坪井善勝氏による設計であ

り、3点で支持されたコンクリートHPシェル構造となっている。 

  



３．アルバカーキ橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申 請 者：佐世保市長 朝長 則男 

・所 在 地：佐世保市湊町～平瀬町 

・申請対象：歩道橋 

・概  要：佐世保市中心部の佐世保川に面した「ニミッツパーク」の一部が佐世保公園用地

として米海軍より返還されたことに伴い、昭和55年度に架設された。昭和41年

に姉妹都市の提携をした米国ニューメキシコ州アルバカーキ市にちなんで名づ

けられ、日米親善の架け橋にしたいと願いが込められている。 

 

＜島原市＞ 

４．山﨑本店酒造場倉庫（小松屋本家住宅）（主屋・便所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申 請 者：合資会社 山﨑本店酒造場 

      代表社員 山﨑 倫弘 

・所 在 地：島原市白土町1091番地 

・申請対象：木造2階建 

・概  要：島原街道沿いに位置し、弘化5年の建築である。敷地、主屋の規模が大きく、建

物の仕上げも丁寧で、様式の高さをうかがえる。建築当初の姿をよく残しており、

江戸時代の形式、特徴をあらわす貴重な建物である。 


